
山口県家畜人工授精用精液等譲渡契約約款 

 

第１条(総則) 

１. 山口県農林総合技術センター（以下「県」という。）が販売等で譲り渡

す家畜人工授精用精液、家畜受精卵（以下「精液等」という。）について、

精液等を譲り受ける者（以下「譲受者」という。）は、この約款に基づき、

精液等を利用しなければならない。 

２. 譲受者は、県と精液等の譲渡契約を締結するに際し、あらかじめ、県

の定める書式により、この約款に合意した旨の書面を県に提出しなけれ

ばならない。 

 

第２条(禁止事項) 

 譲受者は、県から譲渡された精液等を使用または第三者に譲渡する場合に

は、以下の行為を行ってはならない。 

１. 家畜改良増殖法等関連法令に違反する行為 

２. 精液等を日本国外に持ち出すための行為 

３. 精液等を日本国内における肉用牛の生産及び改良の目的以外で利用

する行為 

 

第３条(利用制限) 

別表に掲げる黒毛和種種雄牛の精液等の利用は、山口県内に限るものとす

る。 

 

第４条(第三者への譲渡) 

 譲受者は、県から譲渡された精液等を第三者に譲渡する場合には、譲受

者と当該第三者間の契約において、本契約により譲受者が負う義務と同様の

義務を当該第三者に課さなければならない。 

 

第５条（約款の変更） 

県は，必要と判断した場合には、譲受者に通知することなく本約款を変更

することができるものとする。 



別表（第３条関係） 

 

山口県内の利用に限定する黒毛和種種雄牛 

 

名号 生年月日 登録番号 血統 種畜証明書番号 

花清桜 2015/9/30 黒 15306 第１花国－白清 85の 3－福之国 11356929144 

国峰花 2016/5/22 黒 15387 第１花国－平茂勝－北国 7の 8 11338868331 

光白清 2018/5/31 黒原 6321 百合白清２－第１花国－安福久 11409581312 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

山口県家畜人工授精用精液等譲渡契約約款への合意宣言書 

 

年  月  日 

 

 

山口県農林総合技術センターから譲渡された家畜人工授精用精液、家畜受

精卵の利用等については、山口県家畜人工授精用精液等譲渡契約約款の各規

定を遵守することに合意する。 

 

 

 

 

 

住 所                   

 

 

氏 名                   
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